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複数校合同チームによる大会参加についての基本的な考え方 
 

 

少子化により単独でのチーム編成が困難な学校が増加している中、これからの学校における部活

動での取り組み成果を発表する機会を確保するとともに、全国高等学校総合体育大会に部員不足に

よる複数校合同チームの大会への参加することが可能となった。 

このことについて、本連盟として教育的配慮のもと、下記の基本的な考え方を定めた。 

 

 

記 

 

 

１  複数校合同チーム該当競技は、原則として個人種目のない以下の団体競技とする。 

   水球 ・ バスケットボール ・ バレーボール ・ ハンドボール ・ サッカー ・  

ラグビーフットボール ・ ソフトボール ・ ホッケー ・ アイスホッケー（計９競技） 

 

 

２  複数校合同チームで参加する場合は、全国高体連が示す「部員不足に伴う複数校合同チーム

参加規程」の条件を満たしているとともに、専門部が定める「競技別部員不足に伴う複数校合同

チーム参加ガイドライン」の編成基準等に合致していること。 

 

 

３  沖縄県高等学校新人体育大会においては上記の１、２に準ずることとするが、上位大会の参加

条件に基づく編成とする。 

 

 

４  学校の統廃合（設置者による学校の廃止及び廃止を伴う複数の学校の統合で、募集停止を伴う  

ものをいう、以下同じ）に伴う複数校合同チームの大会参加については、全国高等学校体育連

盟の考え方のとおりとする。 

 

 

 

平成 25年４月 18日より施行 

令和 5年 3月 17日 改正 



複数校合同チームによる大会への参加についての考え方 
 

 

全国高等学校体育連盟 

 

 
運動部活動部員数の減少が深刻な状況にある学校が増加したこともあり、全国的に複数

校合同での部活動が進められている。 

 複数校合同チームによる大会参加についての社会的要請があることを受け、部活動活性

化のために本連盟が平成 14年３月に認めた団体競技種目における複数校合同チームによ

る大会参加は、あくまで部活動にひたむきに取り組んでいる生徒に発表の場を提供するた

めの教育的配慮に基づくものである。 

 したがって、各学校の部活動運営にあたっては上記の趣旨を踏まえ、創意工夫を凝らし

て部員数の確保に努めるとともに可能な限り学校単位での大会参加ができるよう努力する

ことが望ましい。一方で､加速する少子化傾向への対策として部員不足に伴う合同チーム

編成についても適切に導入・実施されるべきものと考える。 

 これらの考え方に基づいて、複数校合同チームによる大会参加については以下のように

取り扱うこととした。 

 

 

１．部員不足に伴う複数校合同チームの大会参加について 

（１）全国高等学校総合体育大会は学校対抗を原則としているが、部員不足により各学校 

を単位として大会に参加する要件を満たすことができない場合､必要な手続きを経た  

上で、複数校合同チームの参加を認めることとする。 

（２）各都道府県高体連及び専門部においては、各都道府県の大会等の参加に関する基準  

  等を検討し、実施可能な専門部から合同チームが成果を発表できる場を設けるよう努

力する。その際、合同チームの編成が勝利至上主義的発想で行われることのないよう

十分留意する。 

 

２．学校の統廃合(設置者による学校の廃止及び廃止に伴う複数の学校の統合で、募集停

止を伴うものをいう、以下同じ)に伴う複数校合同チームの大会参加について 

（１）学校の統廃合は行政を含む設置者の都合によるものであるので、当該校に在籍する 

生徒の活動を保障するために、統廃合完了前の２年間に限り合同チームを組んで全国  

高等学校総合体育大会に参加することを認める。 

（２）統廃合の予定があっても合同チームを編成せず、単独チームで出場することもでき 

る。これについては学校毎ではなく、部活動毎に取り扱うものとする。 

（３）同一競技において、選手が単独チームと合同チームの両方から大会に出場すること 

はできない。 

 
 

平成 14年 3月 9日より施行 

平成 19年 3月 3日 改正 

平成 25年 5月 21日 一部改正「募集停止を伴うもの」追記 

平成 25年 12月６日 一部改正「募集停止［学級減を含む］追記 

令和 5年１月 16日 改正部員不足に伴う複数校合同チームの全国高等学校総合体育大会 

          参加承認 

 



部員不足に伴う複数校合同チーム参加規程 

 

全国高等学校体育連盟 

 

（１）趣旨 

 本規程は、少子化により単独でのチーム編成が困難な学校が増加している中、これら 

の学校における部活動の成果を試す機会を確保するために導入するものである。したが 

って、決して勝利至上主義的な発想に基づくチーム編成であってはならない。 

 なお、部員不足に伴う複数校合同チーム（以下「合同チーム」という。）で参加する 

場合は（２）の条件を満たしているとともに、専門部が定める「競技別部員不足に伴う 

複数校合同チーム参加ガイドライン」の編成基準等に合致していることが必要となる。 

 

 

（２）条件 

① 合同チームの各校は、それぞれの学校教育計画に基づいて活動していること。 

② 合同チーム該当競技は、原則として個人種目のない以下の団体競技とする。 

水球・バスケットボール・バレーボール・ハンドボール・サッカー・ラグビー 

フットボール・ソフトボール・アイスホッケー・ホッケー（計９競技） 

③ 複数の都道府県・広域通信制及び混成課程による合同チームではないこと。 

④ 合同チームの編成期間は、予選会参加申込から当年度の全国高等学校総合体育大会終

了時までとする。但し、一旦編成された合同チーム活動の継続性を担保するため、以下の

特例を認める。 

（特例） 

  前年度に合同チームで予選会に参加実績のある学校に限り、翌年度に部員不足を解消

した場合でも、合同チーム活動を延長することができる。その場合、年度初めの選手登録

時に該当校長連名により都道府県高体連会長に申請すること。 

⑤ 合同チームの参加申込手続きは、各校の校長が承認の上、代表校長が行うこと。 

⑥ 合同チームの引率は、各校の校長が認める各校の職員又は校長から委嘱された部活動

指導員とする。但し、やむを得ない場合は各校の校長が合意した代表引率（部活動指導

員を除く）とする。部活動指導員に引率を委嘱する校長は、都道府県高等学校体育連盟

会長に事前に届け出ること。 

⑦ 合同チームの監督・コーチ等は、各校の校長が認める指導者とし、それが外部指導者の

場合は傷害・賠償責任保険（スポーツ安全保険等）に必ず加入すること。 

⑧ ⑥⑦について各都道府県における規程があり、引率・監督者がこの基準より限定された

範囲内であればその規程に従うこと。 

⑨ 参加料・引率に係る経費等は、各校で協議し按分すること。 

 

 


